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【ＦＩ】
   Ａ４５Ｄ  34/04    ５１５Ｚ
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【手続補正書】
【提出日】平成25年4月26日(2013.4.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　付加するための組成物（Ｐ）を収容し且つと拭き取り部材（８）を有する容器と、
　前記容器に収容した前記組成物を付加するためのアプリケータと、
　を含み、
　前記アプリケータは、柄と該柄の一端のアプリケータ要素（６）とを含み、前記アプリ
ケータ要素は、前記柄から横方向に突出し、かつプラスチック材料の少なくとも２つの分
岐部（１３）を有し、該分岐部の少なくとも１つは、少なくとも部分的にフロック加工さ
れ、前記分岐部は、それらの端部で接触してその間に空洞（１２）を形成し、該空洞は、
前記組成物を付加する際に使用するための前記アプリケータ要素の少なくとも１つの面を
介して外側に開いており、前記空洞はまた、細長い形状であって前記分岐部に沿って延び
ており、前記分岐部は、前記アプリケータ要素が前記組成物を離れてから前記組成物が付
加されるまでの間、前記アプリケータ要素が前記拭き取り部材（８）を通過するときに前
記空洞が実質的に変形するのを防止するほど十分に剛性であり、前記拭き取り部材は、拭
き取り開口部（１１）を形成する拭き取りリップ部（１０）を含む、
　ことを特徴とするパッケージ及びアプリケータ具。
【請求項２】
　前記空洞（１２）は、該空洞（１２）の長さの少なくとも半分に沿って前記アプリケー
タ要素の２つの対向する面の間を介して外に開いていることを特徴とする請求項１に記載
の装置。
【請求項３】
　前記空洞（１２）は、少なくとも１つの平面において閉じた外形をなしており、
　前記アプリケータ要素の幅は、少なくとも前記アプリケータ要素の長さの一部分に沿っ
て前記アプリケータ要素の自由端に向けて増大し、前記アプリケータ要素の幅は、前記柄
の直径よりも大きい、
　ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記空洞（１２）は、前記アプリケータ要素が結合した前記柄（４）の縦軸（Ｘ）と非
ゼロの角度（α）を形成する平面と実質的に平行に延びていることを特徴とする請求項１



(2) JP 2013-52302 A5 2013.6.20

から請求項３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５】
　前記空洞（１２）は、前記アプリケータ要素の長さ（ｂ）の半分を超えて前記アプリケ
ータ要素を通って延びていることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記
載の装置。
【請求項６】
　前記組成物を付加するための前記アプリケータ要素の表面全体は、フロック加工されて
いることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】
　前記アプリケータ要素を前記空洞の平面と実質的に垂直な方向に見る時に、前記空洞の
面積は、前記アプリケータ要素の外形で形成される面積の少なくとも１５％を表している
ことを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の装置。
【請求項８】
　前記分岐部（１３）の１つは、断面において、少なくとも部分的に丸い形状をなしてい
ることを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項９】
　前記空洞（１２）は、ｍが空洞の長さを表し、ｎがその最大幅を表す時に、３に等しい
か又はそれよりも大きい比ｍ／ｎを有する細長い形状をなしていることを特徴とする請求
項１から請求項８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記拭き取り部材（８）は、可撓性であることを特徴とする請求項１から請求項９のい
ずれか１項に記載の装置。
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